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横浜市社会福祉センター 平成 23 年度事業計画書 

 

１． センター運営の基本方針（平成２３～２４年度） 

社会福祉を目的とする市民の相互交流及び活動の場を提供することにより、市民の福祉意

識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、市民の福祉の向上に寄与するため、横浜市社会

福祉センター条例に基づき次の事業を行います。 

①社会福祉活動の推進のための施設、その他のセンターの施設の提供 

②社会福祉に関する相談及び支援 等 

 

２．職員の配置及び育成について 

（１）職員配置について 

別添の組織図及び職員等配置図のとおり、職員配置を行います。なお、指定管理提案書では

窓口担当職員については 10 人の配置を計画していましたが、勤務シフトの工夫や勤務時間を延長

する職員を増やすことにより、窓口担当職員９人で窓口業務に従事することとします。 

市民利用受付窓口では、勤務シフトにより常時２名配置で対応しますが、会議室の申し込

み等が集中する日に関しては、人員配置を厚くします。 

ボランティアの相談については、専任のボランティアコーディネーターを配置し、ボラン

ティアコーディネートを効果的に行います。 

 

（２）職員人材育成について  

市民利用窓口業務においては、日誌の活用や月 1 回開催の窓口スタッフミーティングにお

いて、窓口職員全体での共通認識、課題解決等を図ります。新しく窓口業務に従事する職員

には、業務の概略説明をした後、育成担当職員とともに窓口業務にあたり、実地経験を通し

て電話や窓口対応の方法を修得できるようＯＪＴを実施します。 

また、市民の立場に立ち気持ちを汲み取ることができるよう、応対マナーに関する研修を

実施します。 

 

３．施設の管理運営について  

（１）利用者が快適・安全に利用できるようにするための取組 

①施設及び設備の点検について 

日々の点検と共に月１回、機材点検日を設けます。機材点検日には社会福祉センターを休館

とし、総合的に設備・備品の点検を行い、月１回開催の窓口スタッフミーティングにて機材

点検結果を共有します。 

 

②修繕について 

修繕等に迅速な対応ができるよう、本会職員が利用の際にも点検の意識を持ち、破損個所へ

の対応を迅速にします。定期的なメンテナンスや修繕・改修などをより計画的に実施し、早

期に利用者へ周知します。修繕内容に関しては横浜市と十分協議し、必要に応じ他の入居団
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体とも調整し、施設の維持・管理をより効果的にすすめます。 

 

③事故防止について 

事故防止マニュアルを活用し、日常的な点検、確認を行うほか、定期的に職員向けの救命救

急講習や消火・通報・避難訓練を実施します。併せて、警備員による定期的な巡回・防犯カ

メラ監視を行うほか、職員も随時施設内を点検するなど、安全な施設管理を行います。平日

夜間や土、日、祝日については、防犯及び安全確保を図るため、本会独自で警備会社と契約

し、警備巡回を強化します。 

 

④緊急時の対応について 

災害・急病等緊急時の対応マニュアルを用い、即時に的確な対応が行えるよう体制を整えま

す。災害発生の際は、利用者を避難、誘導し、安全確保に努めるとともに、消防、警察、横

浜市をはじめとした関係機関への通報を行う等、迅速に対応し、二次災害の発生防止に努め

ます。また、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２台のうち１台は緊急時に職員が対応できるよ

う市民利用受付窓口に設置し、もう１台は利用者を含め誰でも操作できるよう、１０階エレ

ベーターホールに設置します。 

 

（２）利用者のニーズ・要望等への対応 

利用者から会議室等利用終了後に、報告書により意見・要望をいただき、快適なセンター

利用に向けての改善に取り組みます。また、社会福祉センターの利用者満足度アンケートを

行い、より広く利用者からの意見を募り、施設運営の改善につなげます。 

併せて、要望・意見等を受け付けるため、センター内各階に「ご意見箱」を設け、利用者

の生の声をよりよいセンターづくりに反映させていくとともに、横浜市へ報告します。 

（３）広報、利用促進への取組 《拡充》 

社会福祉センターがＪＲ桜木町駅前という利便性に優れた横浜都心に立地していることや

本会が福祉分野に関わる事業者を含む方々による会員組織である強みを生かし、次の取り組

みを実施します。有益な情報提供を行い、社会福祉センター利用率を高め、引き続き市民の

福祉の向上に努めます。 

 

①インターネット等の活用  

社会福祉センターのホームページ上で、諸室の案内や会議室・ホールの空室状況の情報提供 

を行う等ＰＲを積極的に行い、有効利用を促進し利用率の向上を図ります。また、横浜市か 

ら使用許可を受けている野毛ちかみち掲示板を引続き活用し、施設のＰＲを行います。 

 

②施設案内リーフレットの作成・配布  

広く利用者に周知を行うため、社会福祉センター施設案内リーフレットを作成し、市民利用

窓口で配布するほか、福祉保健団体・一般企業等へ配布します。また、本会の広報紙「福祉

よこはま」配布時に、施設案内リーフレットを同封するなど工夫し、広く市民に周知を行い

ます。 
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③情報提供の工夫  

社会福祉センター内掲示版やホームページを活用し、ボランティアに関する情報、イベント

や講座情報、助成金情報や企業・学校の地域貢献活動をはじめ、さまざまな市民活動の情報

を提供します。また、施設の利用者に本会事業や本会が主催するイベントなども積極的に PR

し、社会福祉に関する様々な情報を提供します。 

 

４．センターで行う事業について 

（１）ボランティアセンター事業 

①ボランティアコーディネート（相談調整・広報啓発） 

ボランティア・市民活動に関する様々な相談を受け、活動につながるよう調整を行います。 

特に区域を超えた広域的なコーディネートについて、区社協と連携して取り組みます。また、 

学校や企業のボランティア活動に関わる情報提供や相談に応じます。各区や他都市の先駆的 

な取り組みなどの情報を収集し、区ボランティアセンターの様々な相談に対応し、支援しま 

す。 

 

○ボランティア活動情報の提供 

横浜市内の福祉施設や市民活動団体のボランティア活動及びボランティア体験学習希望者の受け

入れについて約４００団体の情報を整備しており、市民や団体の相談・紹介に対応します。また、

検索システム「よこはま市民活動イエローページ」Web 版により横浜市内で活動するボランティ

ア・市民活動団体の活動区域や活動種別等の情報を提供します。 

 

○ボランティアコーディネーターの配置 

ボランティア登録・調整を進めるために専任のボランティアコーディネーターを配置します。 

 

○視覚障害者へのボランティアコーディネート 

視覚障害者の情報保障のため、個人からの音声訳、点訳、対面朗読、代筆依頼に対して相談

を受け付けます。 

 

○その他の相談対応 

ボランティア等市民活動団体からの活動の拠点、活動財源に関する相談や市民からの講座や

研修に関すること、また公的サービスに関することなど関係機関と連携し様々な相談に対応

します。 

 

②広域的な情報発信 

○横浜市ボランティアセンターホームページによる情報提供 

デジタルボランティアと協働で作成したホームページにて、広域的なボランティア・市民活

動に関する情報発信を行います。見やすさの向上や迅速な情報提供等ホームページの充実を

図るとともに、特に次世代を担う高校生・大学生への情報発信を強化します。市ボランティ

アセンター「情報コーナー」を設置して、区ボランティアセンターから講座・研修等の情報
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を毎月収集し市民に情報を提供します。 

・ＵＲＬ http://www.yokohamashakyo.jp/yvc/ 

 

○子どもふくしホームページ「ハマっちゃ S.ねっと」による情報提供   

子どもたちの視点で情報発信する「子どもふくしホームページ」の維持管理を行います。ボ

ランティアや市民活動、社会課題を紹介するなど、ボランティアをより身近なものとして捉

えられる工夫を行います。  

 

○情報誌「福祉よこはま」の発行  

市民活動・ボランティア活動情報を提供し、福祉への正しい理解を広げることで市民の福祉

啓発、活動への参加を促進します。 

・発行   年 4 回 A4 版 12 ページ 

・部数   45,000 部 点字版・録音版 各 100 部 

・配布先  自治会・町内会、地区社協、地区民児協、市内小・中・高等学校、市内各駅、

PR ボックス、市社協会員 他 

 

○社会福祉センター内掲示板による情報の提供 

社会福祉センターに設置してある掲示板やラックを活用し、ボランティア募集チラシの掲示

や関係機関、ボランティア等市民団体の情報紙を整備し、ボランティア活動に関する情報を

センター利用者へ提供します。 

 

（２）市民とボランティア団体等との交流に関する事業《拡充》 

①企業の地域貢献活動の交流・支援 

「企業の地域貢献活動を応援する窓口」を設置します。企業からの地域貢献活動の相談に対

しプログラムの提案、活動に向けたアドバイスや関係機関との連携等の支援を行います。 

 

②ボランティア団体の交流 

ボランティア等市民活動団体の交流の場を作り、団体相互の交流の促進を図ります。 

 

（３）センターの施設の提供について 

主に福祉保健活動を行う市民に対し、活動場所の提供や機材の貸出を行います。利用者ニ

ーズに基づき改善を行い、安全で快適な施設づくりを目指します。 

 

①開館時間 

午前９時から午後９時までとします。 

但し、土曜日、日曜日及び祝日は、午前９時から午後５時までとします。 

 

②休館日 

 年末年始（１２月２９日から１月３日まで）、機材設備定期点検日（原則として毎月最終月曜 

http://www.yokohamashakyo.jp/yvc/


日及び全館電気設備点検日・全館消毒日）とします。 

 

③提供施設 

種別：会議室名 
利用定員 

（人） 
種別：会議室名 

利用定員 

（人） 

４階 ホール ３０６ ９階 小会議室９０１ ２７ 

８階 大会議室８Ａ  ５４ ９階 小会議室９０２ ２７ 

８階 大会議室８Ｂ  ５４ ９階 小会議室９０３ ２４ 

８階 大会議室８Ｆ  ４２ 10階 軽運動室 ７０ 

９階 料理実習室  ２０ 10階 いこいの広間 － 

●館内貸出機材：ＯＨＰ・ＯＨＣ・パソコンプロジェクター・スクリーン 

          テープレコーダー・ピンマイク・マイク・複写機・印刷機・紙折機 

 

種別 
平成 21 年度実績

（４～３月） 

平成 22 年度実績

（４～2 月） 
平成23年度目標 

ホール ４７．７６％ ５０．２９％ ６０％ 

会議室 ７０．９０％ ７1．４４％ ７５％ 

料理実習室 ４０．３９％ ３７．１６％ ４５％ 

軽運動室 ９５．８６％ ９６．２６％ ９７％ 

 

 

 

 

 

 

 

※目標：提供施設稼働率  

以下のボランティアセンター諸室は、ボランティアセンター設備使用登録制により提供しま

す。点字製作室・録音室は登録団体による自主運営委員会により利用調整を行っていますが、

利用促進のため、この運営委員会との協議を行う場を設定します。（H23 年度から年１回開催） 

種別 
利用定

員：人 
種別 

利用定

員：人 

８階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ ２０ ９階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾍﾟｰｽ １２ 

８階 点字製作室 － ９階
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ/ﾃ-ﾌﾟ

受発送ﾌﾟﾘﾝﾄ室 
３０ 

８階 録音室 －    

 

（４）センターの特色を生かした独自性のある事業について 

社会福祉センターで活動するボランティア・市民活動団体、当事者団体、市民活動支援セ

ンター、青少年育成協会等同じ市域の支援組織・団体と共に、その特性を活かしながら積極

的に連携し、横浜市全体の市民活動の活性化を図ります。 

 

①災害ボランティアの支援 

災害時には横浜市災害ボランティアセンターが横浜市社会福祉センター内に設置されること

から、関係機関・団体と連携して災害ボランティアに関する研修会や連絡会を開催します。 
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②区ボランティアセンターの支援 

当ボランティアセンターが持つ広域的な運営ノウハウを活かし区ボランティアセンターを支

援します。また区ボランティアセンターと連携して課題解決に向けた地域におけるボランテ

等市民活動を支援します。 

 

５．収支計画について  

（１）利用料収入増への取組 《拡充》 

会議室、ボランティア諸室の経年劣化した設備、備品等の計画的な更新を図り、利用しや

すい環境を整えます。さらに、３００人規模のホールを持つセンターであることを積極的に

ホームページ等でＰＲし、企業、市民活動団体等へ働きかけることなどにより、稼働率の向

上を図り、利用料収入増へ取組みます。 

尚、利用料金の収益については、市民に還元を行う視点から、施設修理や備品の購入、施

設内の安全対策費用等として活用します。 

 

（２）経費削減への取組 

運営にかかる委託契約や各種物品は、電子入札システムを活用し、主に年度単位で日常運

営におけるコストパフォーマンスの向上を意識し達成を目指します。月次収支状況、在庫物

品数、近い将来に修繕が必要となる箇所等の把握を行い、圧縮できる項目の洗い出し、早い

段階での修繕実施による運営コスト削減を行います。 

また、市民利用受付窓口、アシスタントコーディネーターの職員を引き続き、非常勤職員

で対応することにより、人件費を抑制します。  



横浜市社会福祉センター　平成23年度予算書

(自）平成23年4月 1日

(至）平成24年3月31日

＜　収入　＞ (単位：千円）

予算額

受託金収入 130,000

横浜市受託金収入 130,000

事業収入 5,300

社会福祉センター利用料収入 5,300

利用料収入 500

貸出機材利用者負担金収入 500

収入計 135,800

＜　支出　＞

予算額

人件費支出 22,184
職員俸給 5,560
職員諸手当 4,080
非常勤職員給与 10,927
法定福利費 1,277
退職積立金 340

事務費支出 124
福利厚生費 76
研修費 8
諸会費 40

事業費支出 113,492
諸謝金 148
消耗品費 1,394
器具什器費 500
印刷製本費 2,290
水道光熱費 19,252
修繕費 2,380
通信運搬費 1,169
広報費 300
業務委託費 83,651
手数料 28
施設賠償責任保険 90
賃借料 788
取引にかかる消費税 1,502

支出計 135,800

0

勘定科目

勘定科目

収入－支出計
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